
 京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２７年５月２９日 

                       京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 京都市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項に次の１号を加える。 

   法第８６条の８第１項又は第３項の規定による認定（当該認定に係る建築物

の計画が法第６条の３第１項本文に規定する構造計算適合性判定を要するもの

であるときに限る。） 同条第７項に規定する適合判定通知書の写し並びに省令

第３条の７第１項第１号ロ 又は に掲げる建築物の区分に応じ，それぞれ同

号ロ 又は に掲げる図書及び書類 

   附 則 

 この規則は，平成２７年６月１日から施行する。 

 

（都市計画局建築指導部建築審査課） 
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